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認定こども園における保育 ･教育の質の保障

渡 邉 彩

Abstract

ThepurposeorthispilPeristoConsiderthenew syste1-10rCharteredintlantschool.

"Ninteikodo1-1Oen‥.AstheFunctionorthesystem.itissupposedtootrersupportstllrparents.

inadditiontootterCare'lndeducationl'orinfants.ThereareLllotsensesof'こIni11yzingthe

system.whenConsiderinteg-.こItionorkindergartensa-1dday-nurs e r i e s .Thisstudyinspectsttle

systenl.andConsultshowtheqtlalityorcとIreandeducationarefullysecuredonthesystem.

throughanalyzingtheguidelitleandcomparingregulationsatflourprefectures.Asresults,1

suggestth;1tthesysteTllWOuldha､!･epositiveetTeetsforinfantsandtheirparents.if､tlle

orlglnalstandardsofthesystem suchasdispositionsofstuffswouldset岬,andfinancial

grantsystemswouldbeestablished.
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はじめに

2006年 6月に ｢就学前の子どもに関する教育､保育等の総合的な提供の推進に関する法律｣

(2006年法律第77号O以下､｢認定こども開法｣と略す)が公布 され､都道府県が定める条例

に基づき､同年の10月から ｢認定こども園｣制度が施行 されることとなったO

この制度は ｢第3の施設類型 ｣ と し て認定こども園が設けられるのではなく､幼稚園及び保

育所等召)がその法的位置付 け を 保 持 したまま各都道府県からの認定を受けるというものであるo

認定こども園の機能には 幼 稚 園 ､保育所としての機能の他に地域における子育て支援の機能 が

必軍のものとされている2㌔

認定こども園として以下の4つの型が認 められているo幼稚園と保育所が合葵等 されて両者

が連携 して運営を行 う ｢幼保連携型｣ (認定 こども図法第 3条第 2項)､幼稚園が ｢保育に欠け

るチビも｣のための保育の時間を確保 して保育所的機能を付加する ｢幼稚園型｣(同条第 1項第

1号)､保育所が保育に欠けないこどもも保育 して幼稚園的機能を付加する ｢保育所 型 ｣ (同条

同項第 2号上 地方自治体が独 自の基準を定めて認定する ｢地方裁量型｣(同条第3項 ) の 4つ

である｡
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認 定 こ ども園 を制度化する利点としては､①親の就労の有無によって利周が限定されていた

施設を限定されずに利用できるようになる､②一定のこども数が確保されることによりこども

が同年齢 ･異年齢の世代のこどもとともに育つ環境ができる､③保育所 と幼稚園の運営の効率

化が図られる､④既存の幼稚園を活用 して待機児童の解消が図られる､⑤地域社会において､

子育て支援の活動を充実させることができる､といったことがあげられている3㌔

こうした期待が寄せ られる認定こども園であるが､他方で､この制度には問題があ る と い う

指摘もあるO例えば､認定こども園は職員の配置､施設設備に関する基準の変更等を伴 う大 き

な制度改革であるにもかかわらず保育 ･教育の実践現場における十分な検討なく進 め られ､就

学前期のこどもに対する保育及び教育の質の保障の面で懸念されるとい うものである4)0

この他に､認定こども園-の入園手続き､利用料の設定方法､国及び地方 自治体による認定

こども蘭-の財政措置に関する問題点も指摘 されている5)o認定こども園-の入園手続きは利

用者が施設に対 して直接行 う臼また､乳幼児の入園を選考するのは各地方自治体ではなくて各

施設であるOそのため疾病のあるこども､外国籍のこどもなど特別の配慮が必要とされるこど

もが排除されることへの懸念がある｡ さらに､利用料の設定も各施設が行 う｡利用料について

は施設が利用料の額を市町村に届け出ることとされ､場合によってはその利用料に対 して市町

村から改善命令等の措置があるということになっているO だがち-船の認可保育所のように前

年の健帯収入に応 じた保育料負担の軽減措置が無いた め ､ 低所得家庭のこどもが認定こども園

に入園できなくなること-の懸念がある｡㌻司及び地方自治体による施設-の補助については､

幼稚園と保育所が連携する幼保連携型に対 して新たな補助が設けられているが､ こ の 他の型の

施設への補助は現行の幼稚園 ･保育所に対するものと変わらないO例えば認可外の 保 育 施設を

併設する場合には国からの新 た な 補 助 は 無 い｡そのため､経営者が保育料を引き 上げ ざ るをえ

ない､あるいは運営困難に陥 る 可 能 性 が 高い､と予測される｡

本稿では､こうした問題点 を 抱 える認定こども園制度を検討し､就学前期のこども-の保育

及び教育の質保障の方策を探る ｡ まず､認定こども園の制度化の経線及 び 概 況 を 認定こども園

法､文部科学省及び厚生労働省の告示等を基に確認するO次に､認 定 こ ど も 園 制 度に対する批

判内容を検討するoその上で同が示すガイドライン及び4都 道県の条例比 較 を 行 うo最終的に､

認定こども園制度を活 用 した､地域における保育及び教 育 の質 の保 障 につ い て 提 言を行 うこと

を目的とするO

1 認定こども園の制 度 化と概況

m 認定こども園の制度化

文部科学省 と厚生労働省は､認定こども園法の制定について ｢-具体的には､我が国の就学

前の子どもに対する教育及び保育は､幼稚園 と保育所により担われてきているが､以下のよう
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な近年 の教 育及 び保 育 に対 す る需 要の多様化 に地域 の実情 に応 じて柔軟 に対応 す るこ とを 目的

とす る もので あ る｣と説 明 し､｢近年 の教 育及 び保 育 に対す る需 要 の多様 化 ｣の内容 と して 次 の

ヰ点 を示 して い る6)O

①親 の就 労 の有無 で施設 の利 用 が 限定 され るた め､親 の就 労形態 が変 わ り､就 労 を中断 ､あ

るいは再 開す る場合 に同 一一の施設 を継 続 して利 用す る こ とがで きないO

②少子化 の進 行 に よ り子 ど もの成 長 に とって 大切 な集 団活 動 8巣年 齢 交 流の機 会が不 足 して

お り､地域 に よって は幼 稚 園 と保 育所 が別 府 では こ ども集 団が小規 模 化 し､また運営 面か

ら見 て効 率 的 でない｡

③都 市部 を中心 に待機 児童 が存在 す る中で ､既 存施 設 の有 効活 周 に よる待機児童解 消 が求 め

られ てい る｡

④核 家族 化 の進 行 ､地域 の子育 て力 の低 下 を背 景 に ､家庭 で 0歳 か ら 2歳の こ どもを育てて

いるもの-の支援 が大 き く不足 してい る｡

①は､幼保二元体制の問題点が指摘 され てい るO幼 稚 園 は ､文部 科 学省 が所轄す る教 育機 関

で､1E34時間の教育課程を標準時間とする0--万､保育所は､厚生 労働省が所轄す る児童福

祉施設で､児童の入所に関しては ｢児童の保育に欠けるところがある場合｣7)とい う規定があ

る｡このように保護者の就労状況等によって､同年齢U)こどもの通 う施設が分けられることは

好ましくなく､幼稚園と保育所を一元化すべきである､という議論である｡

また､就学前児童の母親の就労率上昇に伴い､実質的に､保育所のように､教育課程外での

保育を行 う幼稚園が増加してきていたことも､認定こども園制度化の背景の 1つとしてあげら

れようO私立幼稚園での､夕方までの預かり保育の実施の広がりを受けて､文部省は 1997年に

は預かり保育推進事業を予算化し､幼稚園での教育課程外での保育を追認したOその結果､｢預

かり保育｣8)を実施している幼稚園の割合は､1997年 8月 量目時点では29,2%であったが､2005

年 6月 1日時点には69.9%の園での実施となっている9)o

②では､こどもの成長にとっての集団活動及び異年齢交流の観点､また､幼稚園及び保育所

の運営効率化の観点から､幼保総合施設の必要性が述べられているOこどもが社会性を身に付

けていく上で､同世代 ｡異世代のこどもたちとともに生活する環境は不可欠であるが､少子化

の進行やきょうだい数の減少により､こうした環境が自然発生的には形成 されにくいとい う状

況がある｡また､少子化の進行に伴い､地域によっては一定のこどもの数が確保できずに､幼

稚園と保育所が並立して存続することが難 しい所もある｡そ うした中で､両施設の共用化､合

築及び連携が進められてきた｡幼稚園と保育所の共用化施設数は､20榊 年に 呈6頚か所であった

が､2004年には 3銅 か所 (うち公立 及72か所､私立 132か所)へ と増加 している糊｡

③では､待機児巌を解消する手立てとして､幼保総合施設の必要性が述べられている｡都市

部11)を中心に､約 2万3千人 (2005年 4月時点)の待機児童がいる一方で､幼稚園在園児数は

減少 して､定員数に達しない施設が増加 している｡図 1を見ると､1995年に 五万 4856か所で
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あった幼稚 園数は 2005年に 1万 3949か所 - と 減 少 し ているO 図2を見ると､1995年に 湧59万

人であった保育所入所児数が 2005年には 199万人- と増加 しているのに比 して､幼稚園荏園児

数は 旦995年U)豆80万人か ら2醐5年には 173万人 となっている｡

か所

二二 二 二

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年

図1 保育所 ･幼稚園の施設数の年次推移

1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005

図2 保 育所入所 児数 ･幼稚園在 園児数の年次推移

図1､図2とも､各年度の文部科学省｢学校基本調査報告書 ｣､

各年度の厚生労働省｢社会福祉行政業務報告｣より作成O

ー 保育所入所児

+ 幼稚園在園児

④では､子育て支援の必要性 とい う観点から､就学前期のこどもとその家族を対象 とする､

総合的な施設の必要性が述べられている｡都市化､核家族化の進行に伴い育児の知識及び技術

が伝承されにくいという状況がある｡また､幼いこどもと全く触れ合 う体験がないままに親に

なるものも少なくないO さらに､地域における人間関係の希薄化に伴い地域住民同士が交流 し

合 う機会も減少 している｡

1.2 認定こども園法制定の経緯

政府が幼保一元化について初めて公的に言及 した､2002年 6月の ｢地方分権改革推進会議中

元化ができないのであるとすればそ の 関 与 を 見 直 す 必 要 があるとして㌔｢地域の判断 ｣ を 基 に
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化の検討が捉起された｡

これ とは別に総合税制改革会議は｢税制改革の推進に関す る第二次答 申日 2醐 2年 豆2月 )で ､

次のことを提言 したOそれは幼稚園教諭免許 B保育士資格の相互取得の促進 ､幼稚園 と保育所

約---体的運営の推進､保育所の調理室必置義務の見直 し､認 可保育所の経営主体や施設基準に

ついての地方 自治体-の周知徹底､認可保育所-参入 した民間企業に対する会計基準の円滑な

適用､保育所の運営費補助の余剰金に係る会計処理の柔軟化､保育サー ビスに関する情報の一

体的な提供の推進､及び保育サ←ビスの第三者評価の推進である｡そ して同会議は ｢規制改革

のためのアクションプラン｣く2003年 2月)を定め､その中の選点検討事項の 1つに幼保一元

化を盛 り込んだO

これ らの経緯を経て 2003年 6月に ｢経済財政運営 と構造改革に関する基本方針 2003 骨太

方針第 3弾｣が閣議決定されたO この基本方針では ｢地域のニーズに応 じ､就学前の教育 曲保

育を一体 として捉えた一貫 した総合施設の設置｣を 2006年までに検討することとし､これ と並

行 して関連する負担金の一般財源化を軸 として国と地方の負担のあ り方について検討すること

とされたO

その後,2004年 5月に社会保障審議会児童部会 と中央教育審議会幼児教育部会の合間の検討

会議である ｢練合施設合同検討会議｣が設置 されたO同年 8月に同会議が行った中間まとめで

は､対象 とするこどもを0歳からとすること､利用形態を利用者 と施設 との直接契約 とするこ

とが示され､また､地方自治体が独 自の基準を定める地方裁量型認定こども園も新たに加えら

れた｡さらに､同年 12月の審議のまとめ ｢就学前の教育 砂保育を -一体 として捉えた 一貫 した総

合施設について｣では､保育料の設定については各施設で行われることが適当であると示され

た｡ こうした合間検討会の審議をふまえて､翌 2005年から全国の 35カ所でモデル事業が開始

された｡

そ して､ この保育事業の評価に関する最終評価 (2006年 3月 31日)の公表前に､認定 こど

も園法案 が閣議決 定､国会-上程され (同年 3月 7日)､同年の 6月に ｢認定こども固法｣が 可

決､公布 となった｡同年 8月には､都道府県が参酌するものとして､厚生労働省及び文部科学

省が ｢就学前の子 どもに関する教育､保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 3条第 1項

第 4号及び同条第 2項第 3号の規定に基づき､文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議 して定め

る施設の設備および運営に関す る基準日2006年厚生労働省 ･文部科学省告示第 1号｡以下､｢認

定こども園のガイ ドライン｣と略す)を告示 した.その後､同年 豆0月から ｢認定こども園｣制

度 が施行 された｡

｢チ ビも ･子育てビジョン｣ほ0豆0年 1月 29日閣議決定)では 2012年度における認定件数

の 目標 値 が ｢2醐0か所以上｣と掲げられたOだが､20号0年 4月 1日時点の全国における認定件

数が前年の 358件から約 200件増の 532件にとどまっていることか らすると､このままの制度

での､目標値達成は難 しいと考えられる12㌔
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内閣府特 命 大 臣 (少 子 化 対 策 担 当)､文 部 科学大臣､厚生労働大臣による合意に基き設置され

た ｢認定 こど も園 制 度 の在 り方 に 関す る検討会｣の報告書 (2鮒9年 3月 31日公表)では～不

十分な財政支援､煩雑 な 会 計 処 理 及 び 申請手続き､省庁間及び自治体間の連携不足 といった課

題が示されたOチビも子育て新システム検討会議ではこれ らU)課題-酌対策が検討 されてい るo

政府の方針は､｢チ ビも ･子育て新システムの基本制度案要綱｣(20豆0年 6月 29 日決定)で

示 されたように､幼稚園､保育所及び認定こども園を廃止して 2013年度か ら 10年 間かけて｢こ

ども潤 (仮称)｣に順次 -…=一体化するとい うものであったが､その後､施設や保護者の反発を受け

て､現行の保育所 ･幼稚園の --部存続 を認 める方針へ と変更されたt3)｡

L:' 認定ことも匿の噂況

認定こども園 として認定される施設は､幼稚 園か保 育所等である｡幼稚園が認定を受ける場

合には､幼稚園に通 うこどもの うち､｢保育に欠ける｣こどもを通常の幼稚園開設時間の前後に

保育しなければならない0--日-方､保育所等が認定を受ける場合には､保育の欠けない 3歳以 仁

a)こどもに幼児教育を行わなければならない｡両者 とも地域における子育て支援事業を実施 し

なければならない｡認定の申請は各施設が都道府県知事に行 う｡それを受け た都道府県知事が

施設の設備､運営が条例に適合するか否かを判断 し認定を行 うとい う仕組み で あ る O

図 3の右側の別に見るように､冬型で異なる補助制度が採 られているo幼 保 連 携 型 認 定 こ ど

も園には､幼稚園と保育所を組み合わせた補助があるO他方､幼稚園型及び 保 育 所 型 の認定 こ

ども園の場合は既存の各補助制度を､地方裁量型U)認定こども園の場合は-一 般 財 源 か らの補助

を受けることとなるo

二
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図 3 認定こども園の類型と財政 措置

出典 文部科学省 『平成 は 年版文部科学白書』コtl)tl年､第二章第二部 ｢初等中等教育の一層の充実のために｣

lluP:∴WW､､..meXLgo.jp/h_mmu::llakusho::htTlll･･･■■hp11b二00(,O1,:Ooユ::'OO二･/001.htm

2018年 4月 1円時 点 で の全 国 の認 定件 数 は､532件 (前年 か らaM 74件増)である｡図4に

見るように､これ らの類型の うち最 も認定件数が多いのは､幼 保 連携型 (241件)であ り､次
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い で幼 稚 園型 HBO件)､保育所型 (86件)､地方裁最型 を25件) となっている岬O
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図4認定こども園認定件数の類型別年次推移

2010 年

出典 文部科学省･厚生労働省幼保連携推進室｢認定こども園の認定件数について｣

(2006年は11月16日現在の認定件数､2007年､2008年､2009年.2010年は
4月1日現在の認定件数｡)

満 3歳に満たない こどもの場合､その職員配 置は表 1に見るよ うに保育所と同様の基準であ

る｡満 3歳以 上のこどもの場合､幼稚園 と同様に､1日に 4時間程度利用す るもの (以下 ｢短

時間利用児｣とい う)については､おおむね こども 35人につき職員 1人以上が保育に従事す る｡

滴 3歳以上満 4歳に満たないこどもの うち保育所 と同様 に 1日に 8時間程度利用す るもの (以

下 ｢長時間利用児｣ とい う)については､おおむね こども 20人につ き職員 i入以上が､溝 4

歳以上の こどもの うち長時間利用児についてはおおむね こども 30人につき職員 1人以上が､そ

の保育に従事す るo

表 l 認定こども園における利用児の年齢 ･利用形態別の職員配置及び職員資格

利豚児の年齢 利周形態 職員配置 職員資格

0歳以上滴 1歳未満 長時間利周 こども3人につき職員 1人以上 保育士
満 1歳以上満 3歳未満 こども6人につき職員 1人以上

満 3歳以上満 5歳未満 短時間利用 こども35人につき職員 里人以上 幼稚園教諭

満 3歳以上満 4歳未満 長時間利用 こども20人につき職員 星人以上 保育士

(短時間利用は 1日に4時間程度利用､長時間利用は lE萱に 8時間程度利用)

認定こども園法､国の認定こども園のガイドラインを参考に作成｡

溝 3歳以上の こどもについては､短時間利用児及び長時間利用児に共通の 4時間程度の利

用時間 (以下 ｢共通利用時間｣ とい う)が設けられ る｡共通利用時間は学級編成であり､各 学

級少なくとも 1人以上の職員担 当とされ る｡ そ してその学級担任は幼稚園教員免許状保有 者 15)
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でなければならず､また滴 3歳以上 U)長 時 間利 用児の保育に従事するものは保育士資格保有者

16)でなければならない｡認定こども園 にお ける教育及び保育の内容については､幼稚園教育要

領及び保育所保育指針に基づかなければならないとされているO

保育及び教 育内容については､保育所 保 育指針及び幼稚園教育要領に基づかなければならな

いとされてい る｡短時間保育のこど も と 長 時間保育のこどもが共通の時間においては主として

幼児教育を行 うこと､とされている｡

認定の申請は各施設が都道府 県 に 行 な う ｡ それを受けた都道府県は､施設の設備､運営が条

例に適合 しているかを判断 し認定 を 行 う｡認定こども図-の入園申 し込みは､利用者が施設に

対して直接行い､それを受けて各施設が入所希望者の選考を行 う｡保育料は各施設で ｢家計に

与える影響を考慮 して｣定められるもの､とされている｡

2 認定 こ ど も園制度批判の検討

認定こども園制度に対す る批判のうち､ここでは次の2つを検討する｡

1つめは､認定こども園制度において国書地方 自治体は乳幼児-瑚呆育保障責任を果たしてな

い､とい う批判である17㌔ 閣 ･地方自治体にはすべての乳幼児に対して保育を保障するとい う

責任があるが､認定こども園制度ではこの責任が果たされない､とい うものである0

2つめは､認定こども園制度においてrriV地方 自治体は教育及び保育の質を確保 していない､

とい う批判である邑8)｡乳幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎を培 う極めて董要な時期であり､

特に衛生面及び栄養面に関する配慮が必要とされる時期である. さらに､運動能力 再青緒 書言

語発達に関しても､そ れ ぞ れ の 乳 幼 児 の特性 ･発達に応 じて適切な援助が必要となる｡)だが､

間が示す認定こども 園 の ガ イ ド ラ イ ン で は 幼 稚園設置基準 (里956年､文部省令第 32号)と児

巌福祉施設最低基 準 ( 19 4 8 年 ､ 厚 生 省 令 第 63 号 ｡ 以下最低基準と示す)の うち､低い方の基

準が探 られて職員 の 配 置 基 準 及 び 職 員 資 格 ､ 施 設 ･ 設 備基準､保育内容に関する基準が不適切

である､とい う批 判 で あ る O

まず iつめの 批 判 を 検 討 す る o 一般 の 認 可 保 育 所 -a)入所手続きは､まず保護者が市町村に

対 して入所申込 を 行 う ｡ こ れ を 受 け て ｢当 該 児 童 ｣の状態が保育に欠けるか督かが判断された

後に入所の可否が 決 定 さ れ る ｡ こ れ に 比 し て 認 定こども園の場合は､保護者が入所申し込みを

行 う先は認定こども園 で あ る 施 設 で あ り ､ま た 入園の決定もその施設が行 うこととされている｡

入所申請に関 して､児童福祉法 (1947年法律第 164号)は ｢児童福祉施設の長は都道府県知事

叉 は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若 しくは母子保護の実施U)ため

の 委託若 しくは保育所における保育を行 うことの委託を受けたときは､正当な理由がない限り､

これを拒んではならない｣(第 46条の 2)と規定 しているOまた同法は入所の選考について ｢市

町村は､1の保育所 に つ いて､当該保育所 への入所を希望する児童のすべてが入所す る場合に
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は当該保育所における適切な保育を行 うことが困難 となることその他のやむを得ない事由があ

る場合においては､当該保育 所に入所する児童を公正な方法で選考することができる｣(第 24

条第 3項)と規定している｡

認定こども園の場合は､ 公 立 保育所において ｢保育に欠ける子ども｣ 及び ｢保育に欠けない

チビも｣が入園すること で 適 切な保育を実施することが困難になる場合には当該保育所に入園

するこどもを公正な方法 に より選考することができる､とされるOだがこれは一般の認可保育

所-の 入 所 者 を ｢公正な方法で選考するj とい う意味とは異なる｡認定こども園では､入園児

枠に対 す る利 用者の信頼を確保するため に ｢保育に欠けるチビも｣と ｢保育に欠けないチビも｣

の入園 枠 が 各 席 想定され､そして ｢保育に欠けない子ども｣ の受け入れ枠は ｢保育に欠けるチ

ビも｣ の 入 園 を 拒む正当な理由とされる｡つまり､一般の認可保育所では F保育に欠ける子 ど

も｣の入 所 が 優 先的に行われるのに比 して､認定こども園ではこうしたこどもが入園できない

事態も生ずるO

一般の認可保 育 所 における保育料は､国の定めた基準を基に各市町村で一律に設定されて徴

収されているO 国 が 定 める保育料の基準は各世帯の前年の所得額及び税額に応じて7階層に分
かれているo 例 え ば ､ 3 歳 未満児の保育料は第 1階層である生活保護世帯に対するもので無料

であるし､第 7 階 層 に 対 しては月額 8万円である19㌔ こうした制度 があって も保育料 の滞納 者

数は少なくない.厚生労働省 によると､全国にお ける保育所の保育料 の保護者負担額 (2007年

痩)のうち､滞納額 は総額で 83.7億 円 圧 7%)であ り､保育所の保育料 を滞納 している保護

者の割合は保護者数の 4.3% (85,120人)である20㌔

･方､認定こども園の保育料 (r利用料｣)は施設が独 白に設定す るO保育料が高額になるこ

とに対する歯止めとして認定こども開法では､私立認定保育所の保育料の額について ｢当該保

護者の家計に与える影響を考慮 して当該児童の年齢等に応 じて定めなければならない｣(第 13

粂 5項)と規定 している｡そして､同法は設定額及び変更の市町村長への届け出､不適切な保

育料の変更命令についても規定している (第 13条 7項)O変更命令の対象となるのは例えば次

の 3つの場合であるO①生活保護世帯から利用料を徴収する設定の場合､②職員配置か らみて

も､よりコス トのかかる3歳未満 児 の 利 用 料 を 3 歳 以上児の利用料よりも低く設定 した場合､

③実際にサービスの提供に要する 費 用 よ り も高い利用料を設定した場合の3つ であるoLかし､

適蔽水準の目安は示されていない21)0

認定こども園では子育て支援事業が必須であ り､それに要する費用が加算されるが､幼稚園

型､保育所型及び地方裁量型の認定こども園に対する新たな国の公的助成は予定されていない｡

そのため､保育料が上がる可能性があるO

また､認定こども園では利用児の年齢及び利用時間に応 じて利用料が設定されるO そのため､

乳児期から入所させ た場合､また長時間の保育を利用 した場合には経済的負担が大きくなる｡

長時間保育の利用は 呈人親､あるいは両親とも常勤で就労する親に多く､こうした親の経済的
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負担が大きくなると予測 されるo

加えて､認定こども園ではきょうだいで利用する場合にも保育料が高額になるO認 定 こども

園 とは異なる制度ではあるが､施設による利用料金設定の例 として東京都の認証保育所22)があ

る｡認証保育所では､保育時間が長い時､またきょうだいで利用す る時の利用料が一般の 認可

保育所に比 して相当に高い23)｡認定こども園も認証保育所 と同様に利用料を各施設が設定する

ため､長時間利用､またきょうだいで利用する時の保育料が大きくなると考えられるO認証保

育所のよ うに利用料が高額になると中間･低所得者層の家庭の乳幼児の利用は制限 されること

になる｡

子育て率の親健代にも､労働市場の変化に伴 う非正規雇用化は影響を及ぼしているO夫婦 と

もにフルタイムで勤務､とい う世帯が減る一方で､未がフルタイムで勤務 して妻がパ- トタイ

ムで勤務 とい う組み合わせの世帯数は増加傾向にある｡ さらに､両親 ともにパー トタイムで勤

務 とい う世帯の割合は､2002年以降約5%前後で推移 している24)O加 えて､パー トタイム労働

者の貸金は減少傾向にあり25)､また正社員を前提 とする年功賃金体系が変化 し､家族手当を支

給する企業は少なくなっている26)O こうした状況がある中での保育料負担は保護者にとって軽

いものではなく､保育料滞納者数が増加する可能性が高いと考えられる｡

また､認定こども園では利用者 と設置者が契約関係になるoそのため､利用者が当該施設-

の利用料を滞納 した場合は､保育実施期間の溝 fp前であっても契約不履行を理鋸こ保育の実施

解除が可能 とな り入園児壷が退所せ ざるをえなくなる｡

保護者が保育料を支払えず こどもを保育所から退所 させた場合には､こどもが保育に欠けた

状態に陥る可能性があるo こどもが認定こども園から退所 した後に別の保育所等に入所可能な

状況があればよいが､都市部では保育所数が不足 して年度途中での保育所入所が困難な状況で

あ り､他の保育所に入所することは難 しいと考えられる｡それでも､こどもの保育におい て配

偶者あるいは親族等による支援が得 られる状況にあるのであればよいが､支援が得 られない場

合にはこどもは保育に欠けた状態に陥る可能性が高い｡実方伸子は､保護者がこどもを保育所

から退所させた後に､配偶者あるいは親族等による協力が得 られずに､保護者の勤務時間中､

ニどもが保育に欠けた状態で家に放置 された例を挙げている27)0

このよ うにこどもが保育に欠けた状態で陥る可能性が高 くなる認定こ ど も 瀦制度では､国･

地方 自治体によるこども-の保育保障責任が果たされていないといえるo

次に 2つめの批判を検討するO認定こども園のガイ ドラインでは､1歳児未満-の職員配置

が ､最低基準 と同様に乳児おおむね 3人につき保育士 1人以上となっている｡だがこの基準 自

体 も､0歳児の発達 段 階 が 月齢によって大きく異なること､また火 災等の緊急時に保育士が乳

児を抱えて避難 す るこ と 等 を 考慮すると現実的に厳 しく､担任を補助する保育士が配置されて

いる保育所も少な く な い 2呂)a

次に､満 3歳以 L の 幼 児への職員の配置基準をみていくO 認 定こども園のガイ ドラインでは､
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長時間利用の場合､満 3歳以 上 4歳 未 満の幼児 20人を 1人の保育士が保育 し,4歳以上 5歳未

満の幼児については 30人の幼 児 を 1人の保育士が保育する､とされているo Lかし､それぞれ

のこどもに対 して保育者の目が適度に行き届 くかどうか､こどもと丁寧にかかわれるかどうか､

こども同士が友達関係を築きやすいかどうかといったことを考慮すると､職員数､こどもの集

団の規模 ともに適正な基準ではない｡全国社会福祉協議会による海外文献調査をみると､3歳

児から5歳児の ｢職員-人当た りの児童数 ｣は最大でも ｢15名まで｣となっている29)｡これに

比して認定こども園のガイ ドラインにある｢滴 3歳以上満 4歳に満たない幼児おおむね 20人に

つき 1人以上｣､｢溝 4歳以上の幼児おおむね 30人につき 1人以上｣､｢認定保育所にあっては､

短時間利用児おおむね 35人につき 浸入以上､長時間利用児おおむね 30人につき l丸以上｣く最

低基準第 33条)とい う基準が低いことは明らかである｡また､集団が適正な人数で構成されな

いことによる､保育者､乳幼児-の心身の負担は大きいと考えられるO

また､長時間保育及び低年齢時からの保育利用にともない､保育者には各家庭に応 じたより

細やかな支援が求められている｡平松知子は､乳児の時に無認可託児施設に預けられた父子家

庭の幼児の事例を報告 している｡ この事例の幼児は､同年齢のこどもたちと関わることによる

言葉を獲得するとい う 経 験 ､ま た 他者 との関わり方を学習するとい う経験が不足 していたため､

保育所での生活に お い て 自 分 の 衝 動 性 を抑えられずに仲間と衝突することが多い､と報告され

ている30㌔ また新 井 美 保 子 は ､ 幼 稚 園の在園児に比 して保育所の在園児は､情緒の安定､けん

か･トラブルの多 さ ､ 向 上 心 ､ アレルギーの面で､より一層きめ細やかな対応が求められること

を明らかにしている31㌔

長時間保育では食事等に関する特別な配慮､乳幼児 とのスキンシップ､こどもの感情的な行

動の受け入れ といったかかわりが保育者に求められる｡これ らを重視 して適切な保育を行 うた

めには適切な職員配置が必要であるが､預か り保育及び延長保育のための職員数は不十分で､

ゆとりがないと感 じている保育士及び幼稚園教諭は多い｡職員体制が不十分で保育者が余裕を

もって適切な保育を行えなければ､こどもの安全管理さえも危 ういものとなるO

保育者が専門性を発揮 して保育及び教育を行い､また保護者-の支援を行 うために､適正な

大数の職員配置は必須であるo しかし以上でみてきたように､満 3歳未満児､滴 3歳以上児の

場合の職員配置基準はともに低いもので､乳幼児が情緒的に落ち着いて過ごすための家庭的な

雰囲気 ･環境づくりとい う観点から､不適切なものである｡ このことは､保育者 と乳幼児にと

って心身の負担が大きいと考えられる｡ゆえに､認定こども園制度において､国 ･地方由治体

は､乳幼児-の教育及び保育の質を確保 していないといえるo

3 認定こども囲制度の活用-4都道県の条例比較-

認定こども園法施行にともない各地方自治体では､認定こども園の認定基準が条例及び規則
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として定められたo 基 本 的 な 内容は国のガイ ドラインを参酌 して作成されるが､独自規定が設

けられ ている所もある｡ 地 方裁量型の認定こども園が多い地方自治体では､条例に独 白規定を

設けている可能性が高い｡そこで地方裁塵型認定こども園の認定件数が 2件以 上である､北海

道 摘上 東京都 (7)､愛媛県 (3)､福岡県 (5)を20雀0年 4月 3日現在)32)の条例比較を行った｡

卜記 4遺都県における認定こども園に関する条例の名 称 ､施行年月 日､類型別認定件数は､

表 2の通 りである｡幼稚園型認定こども園の認 定 件 数 に 着 目 して 4都 道 県 を比較す ると､北海

道の 6件､福岡県の 3件､愛媛県の 0件に比 して 東 京 都 の 認 定件数 が 32件 と多い｡東京都 で幼

稚園型認定こども園の認定件数が多い理由の 1つ と して ､ 独 自の補 助制 度 があ ることが挙げ ら

件､福岡県の 2件､愛媛県の 1件 となっている｡

表 コ 4都道県の認定こども園の類型別認定 件 数

条例名称 施行年月 日条例番号 認定 こども園の類型別 認定件数幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁観型

北海 道認 定 こ ども園 の認 定基準に関す る条例 2006.10.17条例第 78号 12 (8) 6 (4) 10(7) 4 (3)

東 京 都認 定 こ ども園U~)認 定基準に関す る条例 2006.12.22条例 174号 7 (4) 32(20) 5(5) 7 (4)

就き汚糎)子どもに関する鮫 楳紳 ブ縁側 匿鵬 こ関する法樹 齢JI条例煤薮約 ユ00(1.1什17条例第 54号 6摘) い 1 日 ) 3 (3)

(2010年 4月 1日時点での認定件数L,括弧内の数値は 2009年 4月 1日時点の認定件数｡)

厚生労働省 ,文部科学省幼保連携推進室 HP http://www.youho.go.jp/data4/kodomoenO90624a.pdF,

各都道県の HPよ り作成｡

さて､加治佐哲也 ･岡田美紀は､認定こども園としての先行園 の経営 実態を明らかにするため

に全国調査を行い､調査結果から次U)2条件の整備を進めることを提 言 して い る33)olつは ｢認

定こども園としての 『実質』を認可基準 として遠視 してゆくこと｣ で あ り､ も う 1つは､複雑

化 した園務処理に対応するために ｢幼稚園 と保育所g欄J度 と行政を完 全 に -元化 し､こどもの

在籍管理や会計処理などを -本化す ること｣､そ してそれがまだ現実的でない 場合には ｢行政か

らの二元的な指示系統や資料作成要求 を極力減 らすこと｣である､と述べてい る｡ここでは､

認定こども園の ｢実質｣とはどのような内容 であるかを､認定こども園として育成するこども

像､混合クラスや異年齢交流など認定こども園の特性を生かした教育･保育の内容や方法の創造､

小学校や地域 との連携､子育て支援の内容 .方法や態勢､として説明している34㌔

この研究が示すように､認定こども園 の 認定基準を分析するための枠組みとして多様な観点

が想定されるが､ここでは い)職員配 置 及 び職員資格､(2)子育て支援事業､持)施設設備､
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拍 ) 管 理 g 運 営 等に関する規定に着 目するo

( 1 ) 職 員 配 置 及 び 職 員資格

職 員 配 置 に 関 し て は , 東京都の条例で､国のガイ ドラインとは異なる規定が見 られたo東京

都 の 条 例 で は ､ 幼 保 連 携 型 又 は保育所型認定こども園における保育所､幼稚園型又は地方裁 量

型認定 こ ど も 園 に お け る 認 可 外保育施設に対 し､定員数に応 じて保育従事職員を 浸入又は 2人

加配す る こ と ､ と の 規 定 が ある35)｡ これ と同様な職員加配に関す る規定は､北海道､愛媛県､

孝義同県ではみ ら れ な い o

職員資格に関する規定に関 しては､愛媛県及び福岡県の条例で国のガイ ドラインと同 じ規定

が見 られ る一方で､北海道及び東京都の条例で地 顔の規定がみ られた｡

職員資格に関 して､国のガイ ドラインでは ｢満 3歳以上の子どもの保育に従事するもの｣ は

｢幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有する者であることが望ま しい｣が､｢幼稚園の教

員免許状及び保育士の資格を有 しない場合においては､そのいずれかを有する者でなければな

らない｣ とされている｡ただ し､保育所型又は地方裁量型認定こども園における学級担任を幼

稚園教員免許状保有者 とすることが困難であるとき､また､幼稚園型又は地方裁量型認定こど

も園における満 3歳以上の長時間利用児に対する保育従事者を保育士資格保有者 とす ることが

困難であるときは､いずれかの資格を有 し､意欲及び能力等を考慮 して適当と認められ､その

者が幼稚園教諭又は保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場 合に､学級担任または当

該長時間利用児の保育従事者 とす ることができる､ と示 されている｡

これに比 して北海道の条例では､保育所型又は地方裁量型認定こども園における学級担 任 の

3分の 1以上は幼稚園教員免許状取得者 で なければならない､また幼稚園型又は地方 裁 量 型 認

定こども園における溝 3歳以上の長時 間 利 用 児に対する保育従事者の 3分の 1以上 は 保 育 士 で

なければならない､と規定されている｡

一方､溝 3歳未満児の保育について国のガイ ドラインでは ｢満 3歳に満たない子 どもの保育

に従事する者は､保育土の資格を有する者でなければならない｣ と示 されているO これに比 し

て東京都の条例では､幼稚園型及び地方裁量型認定こども園における満 3歳未満の長時間利用

児に対する保育従事職員を ｢条例第 5条第 1項第 1号から第4号までに規定する方法により算

定 した数を合算 して得た保育従事職員の数の 6割以上が保育士の資格を有する者 とす る｣ と規

定されている｡

認定こども園の濃に関して国のガイ ドラインでは ｢教育および保育ならびに子育て支援を提

供する機能を総合的に発揮 させるよう管理運営を行 う能力を有 しなければならない｣ と示 され

ている｡ これに関 しては､北海道の条例のみ､国のガイ ドラインと異なる規定がみ られたoそ

こでは､｢幼稚園の園長の資格を有す る者｣か ｢2年以上児童福祉事業に従事 した者又 は こ れ と

同等の能力を有すると知事が認める者｣のいずれかに該当する者であること､ と規定 されてい

るo さらに､同条例では､子育て支援事業に従事す る職員に関して独 自の規定が見られたo 閣
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条 例 では F認定こども園には､法第 2条 第 6項に規定する子育て支援事業に従事する専任の職

員 を置かなければな らないQただ し､保護者の要請に適切に対応できる体制が整備 されている

と 知事が認める場合は､この限 りでないjとい う規定に加えて了子育て支援に従事する職員は､

予 どもの養育及び保育に関する相談指導並びに福祉に関する施策について相当の知識及び経験

を有する者でなければならない｣ と規定されている｡ これ と同様な､子育て支援事業専任の職

員の配置及び当該職員資格に関す る規定は､国のガイ ドライン及び触 3都県の条例ではみ られ

ない｡

(2)子育て支援事業

子育て支援事業について､国のガイ ドラインは次の 3基準を示 してい るO

① ｢単に保護者の育児を代わって行 うのではなく､教育及び保育に関する専門性を十分に活用

し､子育て相談や親 子 の集 いの広場の提供等の保護者-の支援を通 して保護者 自身の子育て

力の向上を積極的に支援すること｡また､子育て世帯からの相談を待つだけでなく､認定こ

ども園か ら地域の子育て世帯に働 きかけていくような取 り組みも有意義であること｣

② ｢子育て支援事業 としては､子育て相談や親子の集いの場の提供､家庭における養育が …一時

的に困難 となった子 どもに対する保育の提供等多様な事業が考えられるが､例えば子育て相

談 や親 子の集 う場を週 3日以上開設する等保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を

確 保 す る こ と ｣

③ ｢こ ど も の 教 育 及 び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力を画素 し､そ

の 専 門 性 と 資 質 を向 上させていくとともに､地域の子育てを支援す るボランテ ィア､NPO､

専 門 機 関 等 と 連 携 す る等様々な地域の人材や社会資源を活か してい くこと｣

(Dで 示 さ れ て い る子育て支援事業の目標について､国のガイ ドラインでは ｢保護者 自身の子

育て力の向上を積 極的に支援すること｣とされているのに比 して､東京都の条例では ｢保護者

の子育てを支援 していく力を高める観点及び地域において子育てを支援する体制等の充実を図

る観点に立って子育て支援事業を実施すること｣ とされている｡ また､同条例では事業内容に

ついても ｢地域における子育てに対する必要性､状況等を踏 まえ ､就学前の予 どもに関する教

育､保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第 2 条 各 号に規定する子育て支援事業

36)に該当する2つ以上の事業を実施すること｣､｢子育て支援 事 業 の実施に際 しては､地域の保

護者が希望に応 じて利用できる体制を確保すること｣､｢地 域 に お ける滴 3歳未満の各年齢のチ

ビも及びその保護者を対象 とすること｣及び ｢子育て支援 事 業 の 内容に応 じて､子育て支援の

ために必要な設備等を設けること｣ との規定がみられた｡他方､福岡県の条例では ｢子育て支

援事業の種類､回数 等実施 内容の決定又は変更に当たってほ､地域の需要を把握するために市

町村の意見を聴 くこ と｣との規定が見られ､また地域の子育ての支援者に ｢民間団体濃は個人､

特定非営利活動法 人､専門機 関｣が挙げられているo愛媛県の条例では F保護者のこどもの養

育に関する能 力の向上 を積極的に支援すること｣が子育て支援事業の目標 として示 され､また
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地域の子育て支援者 としては ｢団体等｣が挙げられている｡北海道 の条例 で は､子育て支援 事

業自体に関す る規定がみ られない｡

(3)施設設備

施設設備に関 しては､東京都の条例のみ､国のガイ ドラインと異なる規定がみ られた｡国の

ガイ ドラインでは､溝 2歳未満のこどもの保育のための乳児室 8ほふ く室の面積について､乳

児室はこども旦人につき 且,65m2以上､ほふ く室はこども運太につき3.3m2以上と示 されているO

これに比 して､東京都の条例では､幼稚園型及び地方裁量型認定こども園における認可外保

育施設においてほ ｢年度の途中に定員を超えて入所 させる場合の面積は､満 2歳未満の予 ども

について､当該年度途中に限 り､i人当た り 2.5m2以上とすることができる｣ と規定 されてい

る｡ また､幼保連携型 及 び 幼 稚 園 型認定こども園における幼稚園の保育室､ 遊戯室及び便所の

施設について､これ らの 施設を一階に置 くことを原則 としながらも ｢園舎が耐火建築物で子 ど

もの待避上必要な施設を備 えるものにあっては､これ らの施設を 2階に置 くことができるもの

とする｣としている｡ これ らと同様の規定は､他 3道県の条例にはみ られないO

(4)管理 ･運営等

管理･運営等については､福岡県及び北海道の条例で､国のガイ ドラインとは異なる規定がみ

られたo福岡県の条例では､国のガイ ドラインで示されている規定に加 えて ｢保護者か らの苦

情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講 じること｣及び ｢事業の安定性及び継続性

を保持するために必要な経済的基礎を有すること｣とい う規定が見 られた｡また､北海道の条

例では､地方裁量型認定こども園に関 して ｢地方裁量型認定こども園の認定を受けようとす る

認可外保育施設については､規則で定める定員数を満たす ものでなければならない｣ とい う規

定が見られ､同条例の規則で､ 地 方 裁 量 型 認 定 こども園の定員数を 細 A (ただ し過疎地域に所

在す る場合は 20人) とすると の 規 定 が み ら れ た｡

以上､4都道県の条例を職員 配 置 ･ 職 員 資 格 ､子育て支援事業､施設設備及び管理運営等の

規定に着 目して比較を行った｡東 京 都 の 職 員 資 格及び職員資格 8施設設備の認定基準は国のガ

イ ドライ ンより低いが､年度途中 に お け る 入 園児数増加を想定 した規定及び新たな職員加配 に

関す る規定は他遺県には無いもの で あ り ､ 制 度運用に関して保育の質を実質的に保障するとい

う観点から-定の評価ができる｡

また､子育て支援事業に関する規 定 に つ い ては､親の位置付け B子育て支援事業の主体に誰

を想定するのかとい うことが各都道 県で異なる､とい うことが明らかになった｡国の示すガイ

ドライン及び愛媛県の条例では､子育て支援事業の 目的が ｢保護者の養育能力の向上｣ とされ

ている一方で､東京都では ｢地域で子育てを支援する体制の充実の観点｣とい う文言が加えら

れているし､また福岡県では子育て支援事業の主体者に ｢個人､民間団体｣が明記 されている｡
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おわり‖ニ

本稿ではまず､認定こども園 の制度化が進められた背景 と制度の内容及び現況を概観 した｡

この制度化は同年齢のこどもの通 う施設が親の就労の有無で分けられない､運営面での効率化

が図 られ る､こどもに同年齢 ･異年齢交流の機会が確保 される,待機児童が解消され る､主と

して家庭で乳幼児を育てている家族への支援が提供 され るといったことが期待 されて進められ

たo｢地方分権改革推進会議 中間報告｣では施設の共用化､保育者の資格の----元化及び制度の一

元化が課題 として授起 された｡その後､｢税制改革の推進 に関する第 2次答申上 ｢税制改革のた

めのアクションプラン｣及び ｢経済財政運営 と構造改革に関する基本方針 2083 骨太方針第 3

弾｣をうけて ｢就学前の教育 ･保育を一体 として捉 えた 一貫 した総合施設｣の設置が進められ

たO施設利用の対象者は 0歳児か らとす る､利用者 と施設 との直接契約 とする､地方裁量型 の

認定こども園を設ける､保育料は各施設が設定するといった内容は､｢総合施設合同検討会議｣

の審議を踏まえたものであった｡)2010年 4月時点の認定件数は 532件にとどまり､このままの

制度では ｢子ども ･子育て ビジョン｣で掲げた 目標値の達成は難 しいU また ｢チ ビも ･子育て

新システムの姦本制度要綱｣(20号0年 6月 29日閣議決定)で幼稚園､保育所及び認定こども園

を廃止 して ｢こども園 (仮称)｣に順次 -体化するとい う案が示されたが､これはその後､ 由部

既存の施設の存続を認めるとい う方針 に転 じた｡

次に認定こども園に対する批判について､批判内容が妥 当で あるか否かを検討 した｡批 判 の

lつは認定こども固制度では国 8地方 自治体が乳幼児へ の保 育保 障責任 を果た していない とい

うもので､もう1つは認定 こども園制度において国 中地方 自治体 は教育及び保育の質を確保 し

ていない とい うものであるoiつ 目については､認定こども園- の入所 申込み方法､利用料の

設 定 方法､利用者 と施設 との契約関係 に着 目し批判は妥当であると結論付けられた｡2つ 目に

つ い ては､認定こども園のガイ ドラインが示す､溝 3歳未満児と溝 3歳以上児に 対す る職 員配

置基準は ともに低 く､保育者が乳幼児-の食事等に関す る特別な配慮､乳幼児との スキンシ ッ

プ及び保護者-のきめ細やかな支援を行 うためには不適切であり､批判内容は妥 当 であると結

論付けられたQだが､地方裁量型認定 こども園が比較的多い都道府県の場合は間 と 異なる基準

を設定 している場合があるoそこで次に4都道県 (北海道､東京都､愛媛県､福 岡 県)の条例

を 日)職員配置及び職員資格､(2)子育て支援事業､(3)施設 ･設備､(4)管 理 . 運 営等の観

点か ら比較 した｡その結果､(日 については愛媛県と福岡県で､(3)については 東 京 都で､(4)

については北海道 と福岡県で､国とは異なる基準がみられたo(2)に関 しては 北 海 道 ではこれ

に関する規定がなく､また他U)都県では親の位置づけ･子育て支援事業の主体 に 誰 を 想定す る

のかとい う点で異なるということが明らかになった｡

本稿でみたように認定こども園制度には課題があるoまた､この制度が乳幼児- の 就学前教

育の平等な保障と保護者負担の公平化という視点のみでなく､近年の規制緩和の流れを受けて
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地方での財政効率化 とい う 意図も含められて進められてきたことにも問題がある｡ この制度を

幼保一元化､あるいは少 子 化社会におけるこどもの社会化の解決方法 として安易に背走するこ

とはできないが､ 日本における就学前教育の新たな在 り方 として検討することは遺髪である｡

今後､こども園とい う総合施設を構想 し制度化するにあたっては制度化の意義が問われること

になろう｡それは､ 第 1にこ ども-の最善の利益保障を目的として構想 しなければな らず､第

諭 と保 育 所 保 育 士 の 保 育 観 の 相 違を克服 し共通理解 を図るといった保育及び教育の質の向上に

つ なが る も の と して 構 想 され な ければならない｡

<註 >
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保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の施行について｣(2006年 9月 15日､18初幼教第 6号､

雇児保発 0915榊1号)0

7)児童福祉法 (1947年法律第 164号､最終改正 2008年法律第 85号)第 24条第 1項c

8)地域の実情や保護者の要請により､教育課程に係 る教育時間の終了後等に希望するものを対象に行 う教

育活動 とされている (｢幼稚園教育要領｣(1998年文部省告示第 174号､第 1牽第 3))0

9)内閣府 『平成 17年版少子化社会白書』2005年､150蔚o

10)文部科学省初等中等教育局幼児教育課 ｢平成 20年度幼児教育実態調査｣2009年､ま5頁｡

‖)待機児童数が前年に比 して lOOA以上増加 した市区町村の 上位 5市区町村は､神奈川県横浜市 圧 290

人)､東京都の世田谷区 (613人上 板橋区 (481人)､足 立区 (418人)､町田区 拍17人) となっている

(厚生労働省 ｢保育所の状況 (平成 21年4月 lEj)等について上 括弧内は 2009年 4月 1日時点の待

機児童数)｡

号2)文部科学省 書厚生労働省 ｢認定こども園の平成 22年 45m 日現在の認定件数について｣2010年｡

ま封 rこども園 幼保 も併存｣2011年 1月 25ロイ寸朝 日新聞､ 1頁｡

嘲 文部科学省 ｢認定こども園の平成 22年 4月 IEj現在の認定件数について｣0

15)3歳以上の共通時間は学級担任 とな り､担任は幼稚園教諭資格者が担当となるが､保育土資格のみの者

が担任する場合は ｢特例助教諭｣扱いとなるo

16)3歳未満児の保育を幼稚園教諭資格者が担当する場合については､保育士資格がなくても､都道府県知

事が適当と認めたものは保育士とみなして保育を担当できることとなっている｡

け)前掲､註 5を参照｡

18)近藤幹生 『保育園と幼稚園がいっしょになるとき』岩波ブックレッ トNo679､2006年,35-38頁､中

山徹 ｢認定こども園をどう考えるか｣大阪保育研究所編 『幼保一元化 と認定こども園』かもがわ出版､

2006年､114-115頁､他o

19)2008年度における3歳未満児の保育料はこの他､第 2階層が 9000円､第 3階層が 19,500円､第 4階

層が 30,000円､第 5階層が 舶予500円､第 6階層が 61,000円となっている (厚生労働省事務次官通知 ｢児

童福祉法による保育所運営費国庫負担金について｣1986年発第 59号の2､第 3｢保育単価及び支弁額｣)r,
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20)厚生労働省雇用均等児童家庭局保育課 ｢保育所保育料の徴収状況の結果について (訂正後)｣2007年 9
月 14巨∃発表､調査実施期間 2007年 6月から7月0

21)認定こども園法研究会 『認定こども園法の解説よい中央法規､2006年､73頁0

22)東京都が 2001年度から導入 した制度o認 好外保育施設に都独 自の基準を設けて､その農準を満た した
保育所を認証保育所 として認め､都 と区市町村が認証保育所の運営費を補助するとい う制度oA型とB
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の家族政策の確 立に向けて 家族支援政策は包括的な視点で再構築を』社会経済生産性本部､2007年､

55-81頁､64乳､

25)｢フルタイム労働者 とパ- 卜タイム労働者の賃金等比較｣『平成 17年度旗国民生活 白書ゴ‖内閣府､2005
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26)丸山妾∵駒村康平､前掲註 18､65-66房0

27)実方伸子 ｢保育の場からみる ヂ円どもの貧困- 子どもと家族を丸ごと支える日 浅井審夫ら 『子 どもの貧

困-チビも時代の しあわせ平等のために-』明石書店､2008年､64-83爵O

28)近藤酔生 『保育園と幼稚園がいっ しょになるとき 幼保一元化 と総合施設構想 を考える』岩波ブック

レッ トNo.679､2006年､35責｡

29)｢第 2資 海外文献調査か らみた保育所の基準｣､『機能面に着 目した保育所の環境 8空間に係 る研究事

業総合報告書』全国社会福祉協議会児童福祉部､2008年度､調査研究委員会委員長 :走行まり予､22

-24倉｡海外文献調査はアメリカ､イングラン ド､フランス､ ドイツ､スウェ-デン､ニ認-ジ-ラ

ン ドの 6カ国を対象 とし､調査研究委員会は 2008年に 3回､2009年に 1回 開催 されているQ

30)平松知 子 ｢長時間保育卵子どもたち- どの子 どもにも豊かなチ ビも時代を｣浅井春夫 ･渡過楳博 『保

育の質 と保育内容-保育者の専門性 とは何か』新 日本出版社､2008年､】23-138頁｡

3i)新井美保子 ｢幼稚蘭書保育所における乳幼児げ)適iE人数に関す る研究 (その 2)一乳幼児の生活状況の

分析をもとに-｣『愛知教育大学研究報告 57』2008年,29-32顔｡)

32)地方裁盈型の認定こども園はこの他､千葉県 (8､2､2､扶 長野県 (6､0､1､1上 静岡県 (0､1､0､

号工 兵庫県 (4､1仁 3､ 日､高知県 (2､2､0､呈)で 1件ずつ認定されている (括弧内は順に､2002

年0

4月 ま日現在の幼保連携型､幼稚園型､保育所型､地方裁量型の認定件数)0

33)調査時期は 2008年 1月 23日発送､2月25日到着分までを分析対象 とし､調査対象は全国のすべての
認定こども園の園長 105人 と同認定こども園に勤務する保育者 (2007年 8月 1日時点)としているfj回

答数 (回答率)は園長調査票が 6i票 (58%)､保育者調査票 474禁 (45%)摘掴台佐哲也･岡田美紀 ｢認

定こども園に関する全国調査①-先行事例の保育･教育 と運営の活動実態-上 『兵藤教育大学研究紀要

35乱 コOOL)牛､I lJE,:i-)

瑚 加治佐哲也欄 間美紀､前掲註 33､13-14慮0

35)幼保連携型､保育所型認定こども園における保育所の定員が 90人以下である場合に l人の保育従事職

員が､幼稚園型又は地方義盛型認定 こども園の認可外保育施設における定員が 確5人以下である場合に

1人､46人以上 90人以下である場合に 2人の保育従事職員が加配 され ることが規定されている0

36)①親子の集いの広場事業､②教育･保育相談事業､③育児支援家庭訪問事業､④施設型-時保育事業､

⑤訪問型 --時保育事業､⑥地域U)子育て支援に関す る情報提供事業､⑦子育てサークルおよび子育てボ

ランティアの育成時支援事業の 7事業｡

汗現代社会における教育文化現象の総合的研究｣プロジェク ト所属)
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